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白固定資産評価基準により、地目別に定められた評価方法により評価します。

なお、宅地等は地価公示の７割を目途とした評価の均衡化・適正化を引き続き図ることになっています。

・住宅用地には、次の二つがあります。　

　　＊専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地→その土地の全部（家

　　　屋の床面積の１０倍まで）が特例の対象となります。

　　＊併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地→その土地の面積

　　（家屋の床面積の１０倍まで）に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が特例の対象となります。

・特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

白２００㎡以下の住宅用地（２００㎡を超える場合は住宅１戸あたり２００㎡までの部分）を小規模住宅用

地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については価格の６分の１とする特例措置があります。

全 　　　　　　　　　　部

４分の１以上２分の１未満

２分の１以上

４分の１以上２分の１未満

２分の１以上４分の３未満

４分の３以上

１００％

５０％

１００％

５０％

７５％

１００％

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

白小規模住宅用地以外の住宅用地（２００㎡を超える部分）を一般住宅用地といいます。一般住宅用

地の課税標準額については価格の３分の１とする特例措置があります。

２．土地の課税について

家　　　　　　　　屋 居住部分の割合 住宅用地の率

専　　　　用　　　　住　　　　宅

ハ以外の併用住宅

地上５階以上の耐火建築

物である併用住宅

イ

ロ

ハ

敷地面積の300㎡の
一戸建住宅の場合

2 0 0 ㎡分が
小規模住宅用地

1 0 0㎡分が
一般住宅用地
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白平成９年度以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある税負担を均衡化させるこ

とを重視した、税負担の調整措置が講じられています。

白令和４年度の宅地に係る税負担については、宅地のうち負担水準の高い土地はその税負担を抑制

しつつ、負担水準の低い土地は均衡化が一層促進される措置がなされています。

白負担水準とは、評価額に対する前年度課税標準額の割合のことをいいます。（下記参照）

負担水準は本来あるべき税負担に対し、現実の税負担がどの程度かということを表す指標といえます。

（注）令和3年度の課税地目・地積等と令和4年度の課税地目・地積等が違う場合は、土地の新しい状

　　　　況で計算しなおした課税標準額が入ります。

の固定資産税の課税標準額は、負担水準を７０％とした場合の課税標準額

まで

は、前年度の課税標準額に

の固定資産税の課税標準額は、負担水準を１００％とした場合の課税標準

額まで

白 は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の２．５％を加

えることになり、

白ただし、評価額の２．５％を加えた結果、課税標準額が評価額の６０％を上回る場合は６０％相

当額とし、20％を下回る場合は２０％相当額となります。

白①、②以外の宅地については、固定資産税の課税標準額は

となります。

白ただし、非住宅用地については、令和４年度に限り となり

ます。

負担水準＝

→

令和3年度課税標準額 × 1 0 0  （％）
令和4年度評価額｛×住宅用地特例（ １ /  ６ 又は １ /  ３ ）｝

（注）

〔課税標準額の計算は次のようになります〕

〔課税標準額の計算は次のようになります〕
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白農地については、次の負担水準の区分に応じて、なだらかな負担調整措置が適用されます。

ただし、市街化区域農地の課税標準額の上限は、評価額の３分の１となります。

令和　　３年度 　  課税標準額     6,000,000円

令和　　４年度   　評　　価　　額    12,000,000円

評価額の２．５％を加算すると、6,000,000円＋ (12,000,000 円×２．５％) ＝ 6,300,000円

よって、令和４年度  課税標準額    6,300,000円

負担水準＝ 負担水準が６０％未満なので、×１００＝５０％
6,000,000

12,000,000

令和　　３年度 　  課税標準額     1,000,000円

令和　　４年度   　評　　価　　額    12,000,000円

令和４年度評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の５％を加算すると、

1,000,000円＋（12,000,000 × １/６ × ５％）＝1,100,000円

よって、令和４年度  課税標準額 　　1,100,000円

負担水準＝

（小規模住宅用地の特例率）

×１００＝５０％
12,000,000

1,000,000

×　1/ 6

白 は、前年度の課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて

得た額の５％を加えることになり、

白ただし、評価額の５％を加えた結果、課税標準額が、評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額を上回る場

合はその額とし、２０％を下回る場合は２０％相当額となります。

負担水準 負担調整率

９０％以上

８０％以上～９０％未満

７０％以上～８０％未満

            ７０％未満

１．０２５

１．０５

１．０７５

１．１０
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